
独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部　密集市街地整備部
羽田地区担当

　独立行政法人都市再生機構 （UR） は、 大田区からの要請を受け、 平成31年４月
から「羽田一 ～ 六丁目地区」において、 地区の防災まちづくりのための用地取得事業
（木密エリア不燃化促進事業）を行うこととなりました。

 　ご所有地の売却等をご検討される場合などに、お気軽にご相談ください。

用地取得対象区域

重点整備路線
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大田

大田区の道路整備への協力に伴う残地　

※次のような建物を所有している方が、 一定の条件を満たすものを取壊す際には、 大田区から
　取壊し費用の一部に助成が受けられる場合があります。 助成について詳しくは、 大田区まち
　づくり推進部防災まちづくり課（ＴＥＬ ０３－５７４４－１３３８）までお問い合わせください。
　①不燃化特区内（羽田二・三・六丁目）にある建物
　②昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物（耐火・準耐火建築物を除く）であること


